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エネファームを活用したＪ－クレジットの創出について 

 

 

本市の補助金を利用してエネファーム（家庭用燃料電池システム）を導入した家庭に

おいて削減された二酸化炭素排出量について、Ｊ‐クレジットの創出を行い、売却益を

本市の環境保全事業に活用する取組みを開始いたしますのでお知らせいたします。 

なお、本取組みは令和6年2月に締結した包括連携協定にもとづき、東邦ガス株式会社

の協力により実施いたします。 

 

記 

 

１ Ｊ－クレジット制度とは 

省エネルギー設備や再生可能エネルギーの利用により削減された二酸化炭素排出量

を「クレジット」として認証する制度で、環境省、経済産業省、農林水産省が運営し

ています。 

認証された「クレジット」は売買することができ、クレジットを購入した企業等

は、クレジットを活用し、自らが排出した二酸化炭素排出量等を相殺（カーボン・オ

フセット）することが可能です。 

 

 

２ 事業の内容 

本市の「住宅等の脱炭素化促進補助」を利用してエネファームを導入した家庭に

おいて、東邦ガス株式会社が、エネファーム導入による二酸化炭素排出削減量をとり

まとめ、Ｊ－クレジット制度事務局へクレジットの認証を申請します。 

認証を受けたクレジットは、同社が市内企業等に売却し、その売却益を本市の環

境保全事業に活用します。 

 



【事業イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①本市の「住宅等の脱炭素化促進補助」を利用してエネファームを導入する家庭に本枠

組みにご参加いただく。 

②エネファーム導入による各家庭の二酸化炭素排出量削減量を東邦ガス株式会社が集計

する。 

③東邦ガス株式会社がＪ－クレジット制度事務局へＪ‐クレジットの申請を行い、二酸

化炭素削減量に応じて「クレジット」が認証される。 

④認証された「クレジット」を東邦ガス株式会社が市内の企業等へ販売する。 

⑤東邦ガス株式会社が「クレジット」の売却益を本市に配分する。 

⑥本市は配分された「クレジット」の売却益を環境保全事業に活用する。 

 

 

 

 



【エネファームの仕組み】 

エネファームは、ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電を行う

とともに、発電の過程で発生する熱を、給湯や暖房に利用できるシステムです。 

 

出典：東邦ガス株式会社ホームページ 


